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企業魅力発信事業委託業務企画提案書募集要項 

 

１ 業務目的 

これから居住地の選択を伴う転機を迎える若年層に対して、就業継続を前提としたキ

ャリアプランの形成を支援するとともに、本県で活躍している女性や本県に女性が活躍

している魅力ある企業があることを、効果的にかつ積極的に発信する。 

また、若年女性の転出超過について、要因となる女性の意識や行動を把握するための

調査を実施する。 

 

２ 業務内容 

（１）キャリア育成意識啓発資材の作成 

（２）県内大学でのキャリア育成講座等の開催 

（３）就職フェアにおけるセミナーの実施 

（４）若年女性の東京圏転出入に関する意識調査の実施 

詳細は別添「企業魅力発信事業委託業務仕様書」のとおり。 

 

３ 契約期間 

  契約の日から令和９年３月 23 日（火）まで 

 

４ 契約条件 

（１）委託金額限度額 

   8,942,601 円（消費税及び地方消費税込み） 

（２）委託費の支払条件 

   精算払とする。 

 

５ 応募資格 

  応募者は、次の全ての要件を満たす者とする。 

（１）企画提案書提出期限の時点において、愛知県会計局が作成した令和８・９年度入札

参加資格者名簿「（大分類）03 役務の提供等」のうち「（中分類）03 映画等製作・

広告・催事」又は「（中分類）07 調査委託」に登録されている者であること。 

（２）企画提案書の受付期間において、愛知県から入札参加資格（指名）停止の措置を受

けていないこと。 

（３）地方自治法施行令第 167条の４＜一般競争入札の参加者の資格＞の規定に該当しな

いこと。 

（４）「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」（平成 24 年６月

29 日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づく排除措置を受けていない

者であること。 

（５）県内に本社、支社、営業所又は事務所を有すること。 
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６ 募集期間 

  令和８年４月 16 日（木）から令和８年５月８日（金）まで 

 

７ 応募に関する質問について 

（１）質問受付期間 

   令和８年４月 23日（木）午後３時まで 

（２）質問方法 

   別紙１（「企業魅力発信事業委託業務」質問書）により、質問事項を明確に記入の

上、提出すること。なお、口頭（電話を含む。）による質問は受け付けない。 

件 名：企業魅力発信事業委託業務に関する質問 

  提出先：danjo@pref.aichi.lg.jp 

（３）回答 

   質問に対する回答は、令和８年４月 28 日（火）午後３時までに、質問内容が当該

事業者等固有に係る場合を除いて、男女共同参画推進課の Web ページ

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/）の「新着情報」に掲載する。 

 

８ 企画提案書の提出等 

  別添「企業魅力発信事業委託業務企画提案書作成要領」に基づき、以下の書類を作

成・提出すること。 

（１）提出書類 

ア 企業魅力発信事業委託業務企画提案参加申込書（別紙様式） 

イ 企業魅力発信事業委託業務企画提案書（任意様式） 

ウ 経費見積書（愛知県知事宛）（任意様式） 

エ 事業の実施体制がわかるもの（任意様式） 

オ 社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（別紙２）とその添付書類 

カ 会社の概要がわかる資料（会社パンフレット等） 

 （２）提出部数 

    ９部（正本１部・副本８部） 

 （３）提出仕様 

    Ａ４版 縦置き横書き左綴じ（Ａ３版を使用するときは３つ折りにすること。） 

 （４）提出期限 

    令和８年５月８日（金）午後３時（必着） 

（５）提出方法 

郵送又は持参（郵送の場合は、書留等配達が証明できる方法とすること。持参

の場合は、平日午前９時から午後３時までに持参すること。） 

 （６）応募に関する問い合わせ先及び提出先 

    〒４６０－８５０１ 

       名古屋市中区三の丸三丁目１番２号  

    愛知県県民文化局男女共同参画推進課 女性の活躍促進グループ 
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     電 話  ０５２－９５４－６６５７ 

         ﾌｧｸｼﾐﾘ  ０５２－９５４－６９５１ 

         E-mail   danjo@pref.aichi.lg.jp  

※ メールの件名については、「企業魅力発信事業委託業務について」すること。 

 （７）応募に関する条件等 

   ア 企画提案書の提出は、１者１案とする。 

イ 応募資格を有さない者の応募や、提出物に不備のある場合は、受理しない。 

   ウ 提出に係る一切の経費は、企画提案者の負担とする。また、提出された資料は

返却しない。 

エ 提出資料に係る個人情報は、当業務の目的に限って利用し、厳重に管理する。 

   オ 採用された企画提案書の著作権は、愛知県に帰属するものとする。 

カ 提出された企画提案書は、受託事業者選定のための資料であり、正式な企画

書については、県と協議の上で決定することとする。 

（８）その他 

企画提案に基づく見積額は、契約時に至って同じ条件の下で、その額を超える

ことは認めない。 

なお、提案内容等を勘案して委託費を決定するため、委託契約額が見積額と同

じになるとは限らない。 

    

９ 企画提案書の選定等 

 提出された企画提案書について、県が形式審査を行った後、県が設置する選定委員

会において、書面審査を行う。 

なお、審査は非公開で行い、審査の経過等に関する問い合わせには応じません。 

 

10 選定者数 

  １者 

 

11 スケジュール（予定） 

令和８年４月 16日（木） 公募開始 

４月 23 日（木） 質問受付期限（午後３時まで（必着）） 

４月 28 日（火） 質問への回答 

５月８日（金）  企画提案書の提出期限（午後３時まで（必着）） 

５月中旬～    選定委員会（書面）による審査 

委託先の決定 

６月上旬    契約締結・業務実施 

令和９年３月下旬    実績報告書の提出、完了検査 

４月上旬    請求書の提出 

４月下旬    委託料の支払 
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12 その他 

業務委託の開始から終了までの間、実施方法や進捗状況の確認等、業務の円滑な実施

のために、随時、県と連絡調整すること。 

本件契約は、電子契約（立会人型電子契約サービスを利用して行う契約）又は紙の契

約書による契約手続きを選択できる。電子契約の詳細については、愛知県の web ページ

に掲載されている「電子契約マニュアル」を参照すること。 

本事業の実施は、国の地方女性活躍推進交付金での交付決定を条件とする。 


